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高圧酸素容器が固定されているかをご確認ください。

使用中に機器が破損する原因となります。
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予期しない事故や不具合に至るおそれがあります。

高圧酸素容器は酸素呼吸器または酸素呼吸器以外には使用しないでください。
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急速充てんは行わないでください。

急速充てんした場合（容器の温度が40℃以上になった場合）、部品の破損や変形
（Ｏリングの溶解、安全弁の作動、パッキンの変形、弁シートの変形）を引き起
こし、故障の原因となります。

衝撃などでケースが歪み、取り付けられない場合、新品と交換してください。

上ケースを取り付けずに使用すると、内部が破損する恐れがあり非常に危険です。
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清掃に使用した薬品が付着したまま放置せず、水で湿らせた布などで拭き取って

下さい。

樹脂の劣化・ひび割れ・変色の原因となります。

カーライム充てんの際には、カーライムが目に触れないように保護メガネなどを

装着してください。

目に触れた場合、発赤、痛み、重度の薬傷などを被るおそれがあります。

使用後、整備するまでは高圧酸素容器は接続した状態にしておいてください。

また呼吸器のデマンド弁側の側面を下に向けないで、呼吸器の背負面を下側にした

状態で整備してください。

使用後に高圧酸素容器を取り外した状態で、デマンド弁側の側面を下に向けると、

呼吸袋内の水が減圧弁側に浸入し呼吸器の故障の原因となります。(P.27 図-57参照)
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以下は呼吸器本体⑩の上ケースおよび上下ケース間の緩衝シートを外し、確認

してください。(緩衝シートは廃棄してください。)

十分な訓練を積み、使用方法を習得してからご使用ください。
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呼吸管㉓
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高圧酸素容器⑫を以下の手順で取り付けてください。
既に取り付け済みの場合は、高圧酸素容器が固定ベルト
によってしっかり固定されていること、呼吸袋が高圧酸
素容器や固定ベルト等に挟まる等していないことを確認
してください。固定ベルトにゆるみがある場合、もしく
は呼吸袋が高圧酸素容器や固定ベルト等に挟まっている
場合、(c)のように固定ベルトを締め付け直してくださ
い。その後、(d)へ進んでください。
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固定ベルトで高圧酸素容器を固定してください。
(　　 参照)。
バックル(オス・メス)を組み付け、ベルト
端を引っ張って、バックルが呼吸袋⑱に当
たらない位置(呼吸袋に接触し、呼吸袋の動
きに影響しない位置)にして、固定ベルトを
締めてください。高圧酸素容器⑫とケース⑪
の間に呼吸袋⑱が挟み込まれないように注意
してください(　　　参照)。

ベルト端

保管ください。

高圧酸素容器が固定されているかをご確認ください。

使用中に機器が破損する原因となります。
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二叉管㉕のホースクランプ（2箇所）が締ま
っていること。呼気管㉘と吸気管㉓を手で引
っ張って二叉管から抜けないこと、ホースク
ランプの締め付けねじ部が手で回して緩まな
いことを確認する。また、ホースクランプ
（２箇所）の締め付けねじ部が所定位置に
あること。(      参照)。
緩んでいる場合には、マイナスドライバーで
軽く締付けてください。
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＝長さ15センチのスパナで1.2キロの力で締める程度
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矢印で刺され

ている側の面

呼吸袋・呼吸管
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バケツ等

右手で吸気管㉓を閉塞し、呼吸する。この時、呼気ができ、吸気が
できないことを確認する。また左手で呼気管㉘を閉塞し、呼吸する。
この時、吸気ができ、呼気ができないことを確認する。
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を外し、中のカーライムは不燃廃棄物として、
各地域の自治体の規則に則って廃却してください。
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清掃に使用した薬品が付着したまま放置せず、水で湿らせた布などで拭き取って

下さい。樹脂の劣化・ひび割れ・変色の原因となります。

そく止弁⑬に付属の充てんロキャップを取り付け、充てんを依頼し

てください。酸素ガスは、純度99.5vo1%以上でにおいがなく、ちり

汚物、金属粒子などが混入していないもの(JIS T 8150適合品)を充

てんしてください。(9-2.高圧酸素容器の充てん(　 )参照)

二酸化炭素吸収剤は、必ず弊社純正品のカーライムを充てんしてください。また所定量

を必ず充てんしてください。

弊社以外の剤を充てんしたり、充てん量が少なかったりすると、二酸化炭素中毒になる

恐れがあります。
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固定ベルトで酸素ボンベを固定してください。
(　　 参照)。
バックル(オス・メス)を組み付け、ベルト
端を引っ張って、バックルが呼吸袋⑱に当
たらない位置(呼吸袋に接触し、呼吸袋の動き
に影響しない位置)にして、固定ベルトを締め
てください。高圧酸素容器⑫とケース⑪の
間に呼吸袋⑱が挟み込まれないように注意し
てください(　　 参照)。

ベルト端

保管して

衝撃などでケースが歪み、取り付けられない場合、新品と交換してください。

上ケースを取り付けずに使用すると、内部が破損する恐れがあり非常に危険です。
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廃棄

本製品は一般産業廃棄物となります。

各地域の自治体の規則に則って廃棄してください。

清浄缶㉙のカーライムは、未使用であっても6ヶ月ごと(清浄缶単体で保管して

いる場合は12か月ごと)に新しいカーライムに詰め替えてください。

(P.30 5-2.組み立て(1)清浄缶㉙参照)
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同一の呼吸器を脱装後すぐに使用する場合は、下記手順で整備を行ってから、使

用してください。尚、環境温度が0℃以下の場合は、使用中に発生した水分が凍結

し、故障しますので連続使用しないでください。

低温下で使用する場合、作業の中断等により一度脱装した呼吸器は、使用中に発生

した水分が凍結するため、連続使用しないでください。

事故の原因となります。
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充てんする前に清浄缶㉙を振って、内部に溜まった微粒子を出してください。

また充てんする際に、粉末が清浄缶㉙内に多量に入らないように注意してください。
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約160㎜

約13.1kg

約14.5kg(冷却用氷含む)
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容器の温度が40℃以上にならないように0.5～1.0MPa/分の速度で充てんして
ください。

(3)充てんする酸素は、下表(JIS T 8150)に適合したものを充てんしてください。

　 ※ 水分の多い酸素は容器内面が腐食し、漏れや事故発生のおそれがあります。

　　　水分は下表の値以下の酸素(JIS T 8150 適合品)を充てんしてください。

－５７．５以下
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急速充てんは行わないでください。
急速充てんした場合（容器の温度が40℃以上になった場合）、部品の破損や変形
（Ｏリングの溶解、安全弁の作動、パッキンの変形、弁シートの変形）を引き起
こし、故障の原因となります。

容器の充てん圧力は14.7MPaを上限（35℃において）として充てんし、その
圧力を決して超えないようにしてください。
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特定化学物質取扱作業記録 

化学物質名称： 珪藻土(結晶質シリ カ含有率 0.1%以上)[カーラ イ ム ]  

作業者名：      

報告日：  

部門：  
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G 0 9 - 1 - 3 ５７ - ０ - 2 6 0 3

537‐0013 大阪市東成区大今里南2-9-7
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